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令和7年

５月号

:片側交互通行規制
:終日通行止め
:県道白倉西川線の法面崩壊に伴う迂回路
:管理基準値超過時の全面通行止め区間
:管理基準値超過時の迂回路

令和７年５月３０日（金）１５時規制解除予定

１

令和７年４月３０日より仮設信号機
による交通誘導に変更しました。

至 船明

至 龍山

ご通行の際は信号機の表示に注意して通行願います

県道白倉西川線（西川橋西）

国道１５２号（旧竜川中東）

２

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
防災ホッとメールX（旧Twitter）

※登録ページに遷移します

浜松市
ホームページ

災害復旧工事へのご理解・ご協力ありがとうございました

至 白倉
至 (国)152号

令和7年5月16日撮影

令和7年4月30日撮影
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